
分

国
密

懐

法

に
関

す

る

一
考

察

佐
藤

く

る

み

は
じ
め
に

第

一
章

鎌
倉

・
室
町
期
に
お
け
る
事
実
認
定
と
密
懐
法

密
懐
法

に

つ
い
て
の
も

っ
と
も
有
名
な
論
文
は
勝
俣
鎮
夫
氏

の

論
文

で
あ

ろ
う
。
密
懐
法
に
関
し
て
勝
俣
氏
は
、
密
懐
を
す
れ
ば

本
夫
は
姦
夫
を
殺
害
で
き
る
と
い
う
慣
習
が
あ
り
、
分
国
密
懐
法
は
、

当
該
社
会

の
強
い
観
念
を
基
底
に
置
き
、
最
も
説
得
的
な
相
殺
の
論

理
を
骨
格
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
菅
原
正

子
氏
は
家

父
長
権
の
再
考
を
中
核
に
戦
国
大
名
の
密
懐
法
を
考
察
さ

　

れ
て
い
る

が
、
分
国
密
懐
法
を
中
核
と
し
た
研
究
は
少
な
い
。

本
稿
で
は
法
の
変
遷
と
事
実
認
定
の
あ
り
か
た
、
女
性
の
地
位
を

通
し
て
、
中
世
社
会
に
お
け
る
密
懐
の
処
理
の
仕
方
と
、
分
国
密
懐

法
制
定

の
目
的
に

つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

第

一
節

密
懐
事
実
の
認
定

こ
の
節
で
は
実
際
の
事
件
に
お

い
て
は
ど

の
よ
う
な
解
決
法
が
と

ら
れ
て
い
た
の
か
、
特
に
ど
の
よ
う
に
し
て
密
懐
を
事
実
と
判
断
し

た
の
か
、
ま
た
そ
の
結
果
に
注
目
し
て
見
て

い
く
こ
と
に
す
る
。

御
成
敗
式
目
制
定
以
前
の
正
治
二
年

(
一
二
〇
〇
)
掃
部
入
道
郎

等
吉
田
右
馬
允
親
清

(摂
津
権
守
)
が
帰
宅
す
る
と
若
狭
前
司
保
季

が
自
分
の
妻
を
犯
し
て
い
た
た
め
、
太
刀
を

取
り
追

い
か
け
こ
の
姦

夫
を
殺
害
。
本
夫
は

一
旦
は
逃
亡
し
た
も

の
の
後
に
逮
捕
さ
れ
、
検

非
違
使
の
裁
き
を
う
け
た
。
こ
の
事
件
か
ら
、
密
懐
事
件
の
発
覚
は

現
場
を
目
撃

(帰
宅
し
て
発
見
)
で
あ
る
こ
と
と
、
密
懐

へ
の
批
判

も
あ
り
な
が
ら
殺
人
罪
と
し
て
検
非
違
使

に
よ

っ
て
裁
か
れ
た
こ
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と
、
ま
た

「此
男
首
服
予
本
自
不
甘
心
事
也
」
か
ら
も
当
時
の
裁
判

は
犯
人

の
自
己
申
告
も
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

も
う

ひ
と

つ
承
元
三
年

(
一
二
〇
九
)
本
夫
美
作
蔵
人
朝
親
が
姦

夫
小
鹿
嶋
橘
左
右
衛
門
尉
公
業
に
合
戦
で
復
讐
し
よ
う
と
し
た
た
め

に
、
互

い
の
縁
者
が
馳
せ
参
じ
、
幕
府
が
仲
介
し
て
お
さ
め
よ
う
と

る

し
た
事
件
が
あ

っ
た
。
こ
の
密
懐
の
発
覚
は

「日
来
公
業
令
密
通
彼

女
、
結
句
同
家
之
由
語
之
」
と

い
う
箇
所
か
ら
も
人
か
ら
聞

い
た
と

わ
か
る
。
そ
し
て
結
果
と
し
て
は
軍
の
撤
退
で
落
ち
着
い
た
と
い
う
。

御
成
敗
式
目
制
定
後
の
式
目
の
完
全
な
る
適
用
例
と
し
て
は
仁
治

二
年
(
一
二
四

一
)
に
姦
夫
小
河
高
太
入
道
直
季
が
出
仕
停
止
と
所
領

の
半
分
を
没
収
、姦
婦
も
所
領
の
半
分
を
没
収
さ
れ
て
い
る
事
件
と
、

寛
元
元
年

(
一
二
四
三
)
の
相
良
頼
重
と
伯
父
長
頼
の
相
論
の
際
に
、

頼
重
が
兄

の
妻
を
密
懐
し
た
と
し
て
所
領
の
半
分
を
没
収
さ
れ
て
い

　

る
事
件
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
者
に
お
け
る
発
覚
は
定
か
で
は
な

い
が
、

お
そ
ら
く
本
夫
が
訴
え
出
た
と
考
え
ら
れ
、
御
教
書
が
守
護
人
遠
江

式
部
大
夫
か
ら
下
達
さ
れ
て
い
る
。
後
者
に
お

い
て
は
譲
状
を
参
考

に
密
懐

の
事
実
や
所
領

の
没
収
を
決
定
し
て
い
る
。

ま
た
離
婚
し
た
妻
の
所
領
を
密
懐
を
口
実
に
元
夫
が
確
保
し
よ
う

と
し
た
た
め
、
妻
が
起
請
参
籠
に
及
ん
だ
例

で
は
、
「於
荏
柄
社
不

密
通
落

合
蔵
人
泰
宗
之
由
書
起
請
文
」
を

「御
使
者
寂
阿
、
西
佛
」

が

「被
加
検
見
」
の
上
で
密
懐
を
事
実
と
し
な
い
判
決
が
で
で
い
る
。

ま
た
文
永
九
年

(
一
二
七

一
)
の
祖
父
敬
蓮

の
遺
領
を
め
ぐ
る
孫
と

　

養
子
の
相
論

で
は
、
敬
蓮
の
後
家
と
継
子
ら
の
密
懐
の
事
実
糾
明

に
際
し
て

「
通
時
状
全
非
自
筆
」
「不
能
糾
明
真
偽
」
「某
書
」
「難

被
信
用
」
な
ど
の
真
偽

の
特
定
に
苦
心
す

る
文
言
が
多
々
見
ら
れ
、

結
局
敬
蓮
譲
状
に
後
家
と
の
密
懐
が
明
記

さ
れ
て
い
る
か
確
認
す
べ

き
だ
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の
よ
う

に
譲
状
に
明
記
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
仮
に
追
放
し
た
妻
が
夫

の
所
領
を
競
望
し
た
と
し
て
も

　

そ
の
主
張
を
退
け
る
根
拠
の

一
つ
と
な
り
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
密
懐
は
現
場
を
目
撃

し
た
正
治

二
年
の
事
件

は
別
に
し
て
も
、
う
わ
さ
や
訴
え
、
書
状
な
ど
真
偽
を
判
断
す
る
の

が
難
し
い
形
で
し
か
残
ら
ず
、
公
権
力
は
真
偽
の
判
断
に
苦
心
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
に
鎌
倉
期
に
お
い
て
は
後
述
す
る
式
目
が
所
領
の
没
収

を
規
定
し
て
い
る
た
め
、
所
務
相
論
と
の
関
わ
り
の
中
で
密
懐
が
争

わ
れ
る
場
合
が
多
か

っ
た
。
土
地
所
有
は
民
事
訴
訟
の
最
大
課
題
で

あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
央
の
諸
権
力
が
も

つ
訴
訟
処
理
能
力

は
制
度
的
に
も
実
質
的
に
も
極
め
て
貧
困

で
あ

っ
た
た
め
、
少
し
で

も
相
手
方
を
不
利
に
せ
し
め
る
副
次
的
要
素
と
し
て

人

々
が
密
懐

を
引
き
合

い
に
出
し
た
の
も
納
得
が
い
く
。
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室
町
期

に
な
る
と
、
事
件

の
性
格
は
変
わ

っ
て
く
る
。

寛
正
三
年

(
一
四
六
二
)
の
大
内
氏
掟
書
十
四
条

で
は
、
「
狼
殺

害
人
之
問
、
御
定
法
之
事
」
と
し
て
殺
人
罪
を
取
り
締
ま
ろ
う
と
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「貞
永
式
目
之
旨
に
任
せ
」
本
夫
と
姦

婦
を
流
刑

に
し
て
い
る
。
し
か
し
式
目
の
場
合
流
刑
に
さ
れ
る
の
は

姦
夫
と
姦
婦
で
あ
る
た
め
、
密
懐
を
裁
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
殺

人
を
裁
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
は

っ
き
り
し
な
い
。
こ
れ
に
関
し
て

勝
俣
氏
は
大
名
権
力
の
私
成
敗

の
禁
止

の
方
向
と
、
社
会

の
根
強
い

慣
習
に
支
え
ら
れ
た
妻
敵
打
が
衝
突
し
、
困
惑
し
た
大
内
氏
が
、
や

む
を
え
ず
式
目
を
誤
用
と
知
り

つ
つ
そ
の
権
威

に
よ

っ
て
処
理
し

よ
う
と
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
解
釈
は
的
を
射
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
は
た
し
て
妻
敵
打

は

「社
会

の
根
強
い
慣
習
に
支
え
ら
れ
て
い
た
」
の
か
と

い
う

こ
と

が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。

例
え
ば
文
明
十

一
年

(
一
四
七
九
)
に
は
妻
敵
打
を
し
よ
う
と
密

会
の
宿
所

に
押
し
寄
せ
た
と
こ
ろ
、
姦
夫
は
逃
げ
、
町
人
が
出
逢
い

討
手
を
捕

ま
え
て
所
司
代
に
注
進
し
、
こ
の
討
手
ら
は
禁
獄
に
な

っ

　

た
と

い
う
事
件

が
あ

っ
た
。

ま
た
文
明
十
年

(
一
四
七
八
)
に
は
姦
夫

へ
の
処
罰
が
あ

っ
た
か

ど
う
か
は
定
か
で
は
な

い
が
、
官
務
が
姦
婦
を
折
橿
し
て
密
懐
の
事

実
を
糾
明
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
宥
免
措
置
と
し
て
髪
を
切

っ
て
終

わ
っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
事
件
か
ら
は
、
妻
敵
打
容
認
の
姿
勢
は

見
受
け
ら
れ
な
い
。

こ
こ
で
重
要
な
意
味
を
も

つ
の
が
文
明
十

一
年

(
一
四
七
九
)
に

　

起
こ

っ
た
妻
敵
打

で
あ
る
。
五
条
坊
油
小
路
に
お
い
て
本
夫
小
原

が
姦
夫
天
草

(神
沢
)
を
殺
害
し
た
。
こ

の
殺
さ
れ
た
姦
夫
は
赤

松
氏

の
被
官

で
あ

っ
た
た
め
、
赤
松
氏
は
打
手
を
差
し
向
け
た
。
し

か
し
本
夫
小
原
の
子
が
斯
波
義
廉
の
被
官
で
あ
る
板
倉
氏

の
被
官
で

あ

っ
た
た
め
、
板
倉
が
合
力
し
、
さ
ら
に
板
倉
の
親
類
の
山
名
氏

の

被
官
で
あ
る
垣
屋
、
太
田
垣
氏
が
加
勢
し
小
原
宅
を
防
御
す
る
事
態

と
な

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
幕
府
は

「婦
敵
事
、
任
先
規
法
旨
、
可
御

成
敗
」
と
言

っ
て
、
妻
敵
打
と
し
て
先
規
法

に
よ
る
裁
き
を
主
張
し

た
。
対
す
る
赤
松
氏
側
は

「為
婦
敵
令
殺
害
之
時
、
本
夫
可
全
命
事

如
何
、
以
殺
害
之
科
、
被
庭
同
罪
候
儀
、
近
代
武
家
之
儀
、
度

・
例

存
之
由
」
「或
親
之
敵
、
或
妻
敵
及
生
害
之
時
、
殺
害
人
又
生
害
条
、

先
躍
分
明
之
上
者
、
可
被
任
近
比
之
御
法
之
由
」
と
訴
え
、
殺
人
罪

と
し
て
の
裁
き
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に

「相
支
可
被
任
御
法

之
由
返
答
」、

つ
ま
り
幕
府

・
姦
夫
側

・
本
夫
側
と
も
法

に
よ
る
裁

き
を
求
め
て
い
る
点
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
法
で
裁
こ
う
に
も
貞

永
式
目
の
強
粁
和
粁
之
事
し
か
発
見
し
え
ず

、
そ
の
出
自
も
律

の
第
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九
条
で
あ

っ
た
と

い
う
し
、
姦
夫
が
す
で
に
殺
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い

る
た
め
、
適
用
は
難
し
い
と
さ
れ
た
。
後
日
の
奉
行
人
ら
の
評
定
で

は

「
為
妻
嫡
殺
害
其
妻
、
令
害
者
為
同
罪
、
其
外
ホ
本
夫
為
同
罪
可

被
殺
事
、

不
叶
道
理
之
由
各
申
之
、
侃
其
趣
被
仰
赤
松
静
誰
云
々
、

以
後
可
為

此
法
式
云
々
、」

つ
ま
り
妻
敵
と
し
て
姦
夫
と
姦
婦
を
同

罪
に
し
て
殺
す

の
は
道
理
に
か
な

っ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
本
夫

も
同
罪
と
し
て
殺
さ
れ
る
こ
と
は
道
理
に
合
わ
な
い
と

い
う
結
論
に

至

っ
て
お
り
、
後
日
姦
婦
を
姦
夫
側
で
殺
害
し
て
事
件
は
落
着
し
「
以

後
可
為
此
法
式
」
と

い
う
。

こ
の
結
果
が
な
ぜ
両
者
を
納
得
せ
し
め
た
の
か
と

い
う
と
、
本
夫

側

・
姦
婦
側
と
も
に

一
人
ず

つ
失

っ
て
い
る

「相
当
之
儀
」
で
あ

っ

た
こ
と
が

い
え
る
。

戦
国
期

の
例
に

つ
い
て
は
天
文
十
九
年

(
一
五
五
〇
)
の
毛
利
氏

　

の
井
上
衆

罪
状
書

に
お

い
て
、
本
夫
柏
村
三
郎
兵
衛
が
姦
夫
井
上

新
右
衛
門
尉
と
姦
婦
で
あ
る
妻
を
殺
し
た
妻
敵
打
に
つ
い
て
、
姦
夫

側
の
井
上

一
門
が

「彼
妻
敵

ハ
非
当
座
之
儀
、
年
を
す
こ
し
候
事
候

之
間
、
返
報
候

ハ
て
叶
間
敷
之
由
」
つ
ま
り
本
夫

の
妻
敵
打
が
、
当

座
の
儀
で
は
な
く
時
間
が
経
過
し
て
か
ら
の
も
の
な
の
で
、
本
夫
を

罰
す
る
べ
き
だ
と
訴
え
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
毛
利
氏
は
非
道
だ
と

言

っ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な

い
。
後
述
す
る
戦
国
分
国

法
を
見
れ
ば
わ
か
る
が
、
そ
の
妻
敵
打
が
密
懐
の
現
場
で
行
わ
れ
た

も
の
か
ど
う
か
が
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
さ
れ
て
い
る
し
、
井
上
衆

の
非
道
を
糾
弾
し
て
い
る
文
書
の
中
の

一
項
目
な
の
で
、
そ
の
点
も

関
わ

っ
て
来
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
例
か
ら
密
懐
が
起
こ
っ
た
際
、
本
夫
の
復
讐
観
念
は
強

く
、
姦
夫
に
対
し
て
殺
害
を
す
る
な
ど
の
何

ら
か
の
復
讐
を
し
よ
う

と
す
る
が
、
御
成
敗
式
目
で
所
領

の
没
収
が
お
こ
な
わ
れ
た
た
め
、

式
目
制
定
後
し
ば
ら
く
は
多
く
民
事
訴
訟
の
最
大
課
題
で
あ
る
所
務

相
論
で
の
副
次
的
要
素
と
し
て
争
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
し
か
し

次
第
に
土
地
所
有
と
は
切
り
離
さ
れ
て
争
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
む

し
ろ
殺
人
罪
と
の
折
衝
が
問
題
に
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。

ま
た
密
懐
の
事
実
認
定
に
関
し
て
は
、
証
拠
を
つ
か
み
立
証
す
る

の
は
難
し
い
こ
と
が
わ
か
り
、
所
務
相
論
に
お
い
て
相
手
方
を
不
利

に
せ
し
め
る
要
素
と
し
て
密
懐
が
使
用
さ
れ
た
際
に
、
密
懐
の
真
偽

が
賢
明
に
争
わ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
て
も
、
後

に
な

っ
て
真
偽
を
決
定

す
る
の
は
至
難
の
業
で
あ

っ
た
た
め
、
妻
敵
打
が
行
わ
れ
た
状
況
に

重
点
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
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第

二
節

鎌
倉

・
室
町
期
の
密
懐
法

で
は
、
密
懐
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
法
が
制
定
さ
れ
た
の
か
見
て

い
こ
う
。

鎌
倉
幕
府
に
お
い
て
、
御
成
敗
式
目
三
十
四
条

で
は

「密
懐
他
人

妻
罪
科
事

」
に
お
い
て
、

右
不
論
強
姦
和
好
、
懐
抱
人
妻
之
輩
、
被
召
所
領
半
分
、
可
被

罷
出
仕
、
無
所
帯
者
、
可
処
遠
流
、
女
之
所
領
同
可
被
召
之
、

無
所
領
者
、
又
可
被
配
流
也

(略
)

と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
幕
府
は
名
主

・
百
姓
に
対
す
る
法
も
定
め
て
い
る
。
建
長

四
年

(
一
二
五
二
)
に
は
、

名
主

百
姓
等
中
密
懐
他
人
妻
事
、
訴
人
出
来
者
、
召
決
両
方
、

可
尋
明
謹
擦
、
名
主
過
料
三
十
貫
文
、
百
姓
過
料
五
貫
文
、
女

罪
科
以
同
前
、

と
し
、
翌
年
に
は
追
加
法
に
お
い
て
、

右
、

同
所
被
載
式
目
也
、
但
名
主
百
姓
等
中
、
密
懐
人
妻
事
、

風
聞
之
時
、
不
糺
明
実
否
、
謹
振
不
分
明
之
庭
、
無
左
右
庭
罪

科
之
條
、
甚
不
可
然
、
若
訴
人
出
来
者
、
召
決
両
方
、
可
尋
明

謹
挨
、
無
所
遁
者
、
名
主
輩
者
、
過
料
武
百
貫
文
、
百
姓
等
者
、

過
料

五
貫
文
可
充
行
之
、
女
罪
科
以
同
前
焉
、

と
し
て
、
う
わ
さ
だ
け
で
証
拠
不
十
分
の
ま
ま
の
処
罰
を
禁
じ
る
こ

と
を
加
え
て
い
る
。
ま
た

「
同
所
被
載
式
目
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら

も
、
幕
府
が
密
懐
に
関
し
て
式
目
で

一
貫
さ
せ
よ
う
と
い
う
姿
勢
が

わ
か
る
が
、
「
訴
人
出
来
者
、
召
決
両
方
」

の
部
分
か
ら
は
、
訴
人

が
出
て
こ
な
け
れ
ば
幕
府
は
関
与
し
な
い
と

い
う
当
事
者
主
義
が
明

白
に
読
み
取
れ
る
。

し
か
し
こ
れ
以
後
、
「
北
条
五
代
記
」
に
お
い
て

「禁
男
と
や
も

め
女
う

つ
た
へ
の
事
」

の
中
で

「
正
鷹
三
年

の
比
鎌
倉
に
を
い
て
法

度
を
志
る
し
た
る
文
に
名
主
百
姓
等
他
人
の
妻
に
密
懐
す
る
事
訴
人

出
来
ら

ハ
両
方
を
召
決
し
謹
擦
を
尋
ね
あ
き
ら
む

へ
し
名
主
の
過
料

三
十
貫
文
百
姓

の
過
料
五
貫
文
女

の
過
料
同
前
と
云
々
」
と
あ
る
ほ

か
、
正
応
四
年

(
一
二
九

一
)
三
月
十
六
日
の
新
編
追
加

し
か
見

い
だ
せ
ず
、
鎌
倉

・
南
北
朝

・
室
町
期
を
通
し
て
幕
府
は
式
目
密
懐

法
し
か
持
ち
得
な
か

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

第
二
章

分
国
密
懐
法

第

一
節

制
定
と
背
景

そ
こ
で
二
世
紀
以
上
経

っ
て
登
場
し
た
分
国
法
に
お
い
て
密
懐
法

が
制
定
さ
れ
る
。
前
述
の

「大
内
氏
掟
書
」
も
分
国
法
の
条
文
で
は

…



あ
る
が
、
既
出
の
法
令
を
の
ち
に
編
集
し
た
も
の
で
あ
り
、
取
り
締

ま
る
対
象
と
し
て
は
殺
人
罪
の
規
定
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
た
め
、

そ
れ
以
後

の
も

の
を
制
定
順
に
見
て
い
こ
う
と
思
う
。

①
伊
達
氏
の

塵
芥
集

は
天
文
五
年

環
と
し
て
制
定
さ
れ
た
が
、

裁
判
規
範

の
樹
立
を
神
明
に
対
し
て
誓
約
し
て
お
り
、

て
自
己
完

結
性
が
あ
げ
ら
れ
る
。

盗
犯

・
刃
傷

・
打
て
き
等

の
刑
事
事
件
が
生
じ
た
場
合
、

そ
の
理
非
を
伊
達
氏
に
披
露
せ
ず
に
直
ち
に
私
成
敗
に
出
る
こ
と
を

法
は
禁
じ

て
お
り
、
こ
の
伊
達
氏

へ
の
申
告
の
義
務
を
怠

っ
て
私
刑

に
処
し
た
場
合
、
た
と
え

「至
極
の
道
理
」
や

「理
運
」
が
あ

っ
て

「
塵

芥

集

」

一
六

二
条

・

一
六

四
条

。

人

の
め

を

ひ

そ

か

に
と

つ
く

事

、

お

と

こ

、

お

ん

な

、

共

に
も

つ
て

い
ま

し

め

こ

ろ
す

へ
き

な

り

、

一

ひ

つ
く

わ

い

の

や

か

ら

、

ほ

ん

の
を

つ
と

の
か

た

よ

り

、

し

や
う

か

い
さ

す

る

の
と

き

、

を

ん

な

を

た

す

く

る
事

、

は

う

に
あ

ら

す

、

た

・
し

ね

や

に

お

ゐ

て
う

つ
の
と

き

、

女

は

う

う

ち

は

つ
し

候

ハ

・
、

う

ち

て
を

つ
と

有

へ
か

ら

さ

る

な

り

・
器

(
一
五

三

六

)
伊

達

植

宗

の
領

国
支

配

の

一

植

宗

が
伊

達

家

の
宿

老

と

共

に

新

し

い

26

独
自
性
と
し

ま
た
喧
嘩

口
論

・
闘
争

・
仇
討

・

当
事
者
が

も
認
め
ら
れ
ず
、
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
伊
達
氏
自
身
に
よ
る
領
国
内

刑
罰
権
の
独
占
が
志
向
さ
れ
て
い
る
事
も
特
徴
で
あ
る
。
し
か
し
こ

れ
に
は
い
く

つ
か
の
例
外
が
あ
り
、
こ
の
密
懐
法
に
お
け
る
本
夫
の

り

姦
通
者
殺
害
権
は
そ
れ
で
あ
る
。
本
夫
の
姦
通
者
殺
害
権
が
例
外
で

あ
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
本
章
第
2
節
で
も
述
べ
る
よ
う
な
主
人
の

従
者
に
対
す
る
制
裁
権
な
ど
が
例
外
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

妻
敵
打
が
慣
習
的
に
行
わ
れ
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

②

「六
角
氏
式
目
」
四
九
条
。

28

一

妻
敵
之
事
、
件
女
密
夫

一
同
仁
可
討
事
、

六
角
氏
の
領
国
近
江
国
は
、
寺
社
領
、
中
央
貴
族

の
荘
園
所
領
、

国
人
領
主
や
土
豪
、
地
侍
ら
の
所
領
が
複
雑

に
絡
み
合

っ
て
い
る
う

え

に
、
早
く
か
ら
発
達
し
た
惣
村
が
対
領
主
闘
争
を
通
し
て
勝
ち

取

っ
た
先
例

・
先
規
が
広
く
定
着
し
て
お
り
、
在
地
勢
力
の
動
向
を

一
元
的
に
支
配
す
る
強
力
な
大
名
権
力

の
成
立
を
困
難
に
し
て
き

　た
。
永
禄
六
年

(
一
五
六
三
)
に
は
観
音
寺
騒
動
と

い
う
内
乱
が
起

こ
り
、
同
九
年

(
一
五
六
六
)
に
は
浅
井
長
政
と
戦

っ
て
惨
敗
し
、

衰
亡
に
瀕
す
る
。
こ
の
情
勢
の
中
、
翌

一
〇
年

(
一
五
六
七
)
に
分

国
内
の
混
乱
を
鎮
め
、
体
制

の
再
建
を
目
的

に
制
定
さ
れ
た

の
が

こ
の
式
目
で
あ
る
。
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特
徴
は
大
名
当
主
と
従
者
で
あ
る
家
臣
と

の
間
で
相
互
契
約

の
形

を
取

っ
て
お
り
、
六
角
氏
の
恣
意
的
施
政

の
制
約
が
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
や
在
地
に
定
着
し
て
い
る
慣
習
法
を
尊
重
す
る

「在
々
所

々
之

庄
例
法
度

、
不
可
被
棄
破
事
」
(三
四
条
)
の
よ
う
な
条
文
が
見

て

取
れ
る
。

こ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
四
九
条
も
当
時
の
慣
習
と
し

て
制
定
さ
れ
た
可
能
性
が
高

い
と
考
え
ら
れ
る
。

③

「長
宗
我
部
氏
掟
書
」

「長
宗

我
部
氏
掟
書
」

一
五
日
制
定
の
も
の
と
慶
長
二
年

の
も

の
が
あ
り
、

で
あ
る
慶

長
二
年
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

の
役
に
よ

る
出
兵
で
秩
序
の
乱
れ
た
国
内
を
厳
し
く
誠
め
、

回
復
し
て
再
出
兵
後

の
国
内
に
備
え
る
た
め
に
制
定
し
た
可
能
性
が

あ
る
。
そ
し
て
続
く
三
四
～
三
六
条
で
は

「
男
留
守
之
時
」
に
親
子

三
三
条
。

一

他
人
之
女
ヲ
を
か
す
事
、
縦
難
為
歴
然
、
男
女
共
同
前
不

相
果
者
、
可
行
死
罪
、
付
、
親
類
令
同
心
討
事
、
非
道
之
上
、

可
為
曲
事
、
若
其
男
ふ
か
い
な
く
、
又

ハ
留
守
之
時
、
外
聞

相
洩
相
於
狼
族
者
、
為
在
所
中
可
相
果
事
、
付
、
虚
名
之
女

契
約
停
止
之
事
、

に
は
、
文
禄
五
年

(
一
五
九
六
)
十

一
月

(
一
五
九
七
)
三
月
二
四
日
制
定

こ
の
条
文
が
出
さ
れ
た
の
は
、
文
禄
の
役
の
直
後

長
宗
我
部
氏
は
、
文
禄

秩
序
を

兄
弟
以
外

の
男
性
を
家
に
入
れ
る
こ
と
、
寺
社
参
詣
、
見
物
を
禁
じ

て
お
り
、
夫
が
合
戦
に
出
陣
し
て
不
在
の
場
合
が
多

い
た
め
、
密
懐

を
未
然
に
防
ぐ
た
め
の
法
と
し
て
制
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

④

「吉
川
氏
法
度
」
五
九
条
。

一

人
之
女
密
懐
之
儀
、
何
方
に
て
も
不
去
寝
所
、
可
討
果
之
、

大
形
浮
世
之
取
沙
汰
計
て
、
無
讃
擦
儀

ハ
、
法
度
も
如
何
、

硲

是
又
男
之
分
別
肝
要
、
且
ハ
可
依
其
時
之
沙
汰
事
、

「吉
川
氏
法
度
」
は
吉
川
広
家
が
そ
れ
ま

で
に
制
定
発
布
し
た
法

令
を
家
の
基
本
法
規
と
し
て
、
後
代
に
残
す

た
め
に
元
和
三
年

(
一

六

一
七
)
に
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
慶
長
十

二
～
十
七
年

(
一
六

〇
七
～

一
六

一
二
)
の
間
に
制
定
と
さ
れ
る

「
京
都
所
司
代
板
倉
氏

父
子
公
事
扱
掟
條

々
」
の
条
文
に
酷
似
し
て
お
り
、
こ
れ
を
模
し
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

⑤

「板
倉
氏
新
式
目
」
十
四
条
。

一

人
之
妻
密
懐
之
事
、
従
往
古
之
如
作
法
、
何
方
二
而
も
不

去
寝
所
可
撃
果
、
又
浮
世
之
取
沙
汰
計

二
而
、
無
謹
檬
事
者
、

公
儀
批
判
難
成
、
是
又
夫
之
分
別
肝
要
也
、
併
依
其
時
之
沙

娼

汰
可
行
流
刑
之
條
、
男
女
共
常
々
可
相
嗜
事
、
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「
板
倉

氏
新
式
目
」
は
、
京
都
所
司
代
板
倉
勝
重
の
制
定
と
伝
え

ら
れ
る
京
都
に
お
け
る
民
事

・刑
事

一
般

の
掟
書

で
あ
る
。
④

の
「京

都
所
司
代

板
倉
氏
父
子
公
事
扱
掟
條

々
」
に
潤
色
を
加
え
て
寛
永
～

　

慶
安
の
間

に
で
き
あ
が

っ
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
④
⑤

で
は
、
密
懐
の
事
実
を
証
拠
立
て
る
た
め
に
ま
ず
現

場

で
必
ず
殺
せ
と
し
て
、
う
わ
さ
だ
け
で
証
拠
の
な

い
場
合
は
夫

の

分
別
が
肝
要
で
あ
る
と
、
慎
重
な
対
応
を
奨
め
て
い
る
。
さ
ら
に
⑤

で
は
現
場

で
の
殺
害
を
逃
し
た
時
の
本
夫

の
た
め
の
救
済
措
置
と
し

て
公
権
力

の
裁
判
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
妻
敵
打

(自
力
救
済
)
と

裁
判
が
共
存
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
戦
国
時
代
は
武
士
で
さ
え
平
常
な
状
態
で
な
く
、
非
常

事
態
で
あ

る
と

の
認
識
が
あ

っ
た
。
そ
の
観
点
で
見
て
い
く
と
、
①

は
隆
盛
期

に
あ
た

っ
て
新
し
い
体
制
と
し
て
の
独
自
の
裁
判
基
準
を

積
極
的
に
定
立
さ
せ
よ
う
と
す
る

制
定
者

の
急
進
的
な
動
き
と
と

れ
る
し
、
②
で
は
、
衰
亡
と
い
う
危
機
的
な
状
況
を
打
破
す
る
た
め

の
制
定

で
あ
り
、
③
に
お
い
て
は
、
文
禄

・
慶
長
の
役

へ
の
出
兵
と

い
う
事
態

の
中
の
制
定
で
あ
る
。
し
か
し
④
⑤
に
関
し
て
は
江
戸
時

代
に
入
り
、
世
の
中
が
落
ち
着
き
始
め
た
こ
と
か
ら
も
法
制
定
に
直

接
関
係
す
る
事
件
や
危
機
感
が
み
ら
れ
な

い
た
め
、
こ
の
④
⑤
の
よ

う
な
形
で
の
立
法
が
中
世
の
公
権
力
の
望

ん
で
い
た
形
で
あ

っ
て
、

当
時

の
社
会
に
お

い
て
も

っ
と
も
理
に
か
な

っ
た
も

の
で
あ

っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

第

二
節

密
懐
法
と
女
性
の
地
位

清
水
克
行
氏
が
、
第

一
章
で
取
り
あ
げ
た
文
明
十

一
年
の
油
小
路

で
の
事
件
に
関
す
る

「意
見
」
に
つ
い
て

「
な
ん
と
女
性
の
生
命
を

軽
ん
じ
た
意
見
か
。」
と
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
姦
夫

・
姦
婦

の
同

時
殺
害
と
い
う
妻
敵
打
が
社
会
的
慣
習
と
し

て
容
認
さ
れ
た
理
由
に

女
性

の
地
位
低
下
や
家
父
長
権
の
強
化
が
あ

っ
た
と
い
う
見
方
が
あ

る
。
た
し
か
に
女
性

の
地
位
に
つ
い
て
は
、
性
役
割

の
観
点
か
ら
、

女
性

の
役
割
を
評
価
す
る
研
究
が
増
え
、
地
位

の
低
下
に
関
し
て
は

再
考
を
促
す
傾
向
は
見
ら
れ
る
。
ま
た
家
父
長
権
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社

会
に
比
べ
て
弱
い
と
し
て
妻
が
夫
の
所
有
物

で
あ

っ
た
見
方
を
否
定

し
た
菅
原
正
子
氏
の
意
見
も
あ
る
が
、
氏
に
至

っ
て
も
妻
敵
打
に
関

し
て
は

「
名
誉
を
重
視
し
た
武
家
社
会
に
に
容
認
さ
れ
た
解
決
方
法

　

で
あ
り
」
と
し
か
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
章
で
は
こ
の

妻
敵
打

の
姦
夫

・
姦
婦
の
同
時
殺
害
と

い
う

判
決
が
、
果
た
し
て
女

性
の
地
位
が
低
い
が
た
め
に
、
人
々
に
納
得

さ
れ
て
い
た
の
か
ど
う

か
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
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た
だ
し
女
性
の
地
位
を
論
ず
る
場
合
、
社
会
的

・
法
的

・
経
済
的

地
位
な
ど
、
尺
度
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
ま
た
男
女

の
相
対
的
関
係

で
の
地
位
と
全
体
の
社
会
関
係
の
中
で
の
地
位
と
で
は
ま
た
違

っ
て

く
る
た
め
、
女
性
の
地
位
を
論
ず
る
の
は
極
め
て
難
し
く
、
慎
重
で

ゆ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
肝
に
銘
じ
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
夫

婦
が
離
婚
す
る
場
合
、
「塵
芥
集
」

一
六
七
条

に

「
め
を

つ
と

い
さ
か
ひ
の
事
、
そ

の
め
た
け
き
に
よ
り
、
お

つ
と
を

い
・

れ

た
す
」
と
あ
り
、
妻
か
ら
の
離
婚
も
可
能

で
あ
り
、
「
猛
き
」
女
性

の
姿
が
伺
え
る
。
ま
た
そ
の
際
の
夫
婦
の
財
産
に
つ
い
て

「
吉
川
氏

法
度
」
五
三
条
で
は

「女
持
来
之
財
寳

ハ
不
及
申
、
家
内
諸
財
已
下

何
程
も
、
女
納
得
次
第

二
持
運
、
可
退
出
候
」
「女
房
無
子
内

二
死

ゲ

去
候
者
。
女
所
持
之
諸
財
、
悉
親
所

へ
可
返
之
」
と

い
う
、
夫
婦
別

財
が
書
か
れ
て
い
る
。

　

「性
役
割

」
に
関
し
て
は
、
毛
利
氏
の
金
言

に
お
い
て
、
内
を
母

親
が
、
外
を
父
親
が
治
め
る
と
し

て
お
り
、
「外
」

に
目
が
離
せ
な

い
戦
国
期

に
お
い
て
は
、
妻
の
役
割
は

「内
」
を
取
り
仕
切
る
者
と

し
て
重
か

っ
た
と
さ
れ
る
夫
婦

の
役
割
が
あ

っ
た
こ
と
も
見

い
だ

ゆ

せ
る
。

さ
ら
に

「
六
角
氏
式
目
」
六
二
条
に
は
夫
が
妻
を
殺
害
し
た
際
に

罪
科
と
認

め
て
い
る
。

こ
こ
で
再
婚
と
相
続
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
式
目
に
お

い
て
、

二

一
条
で
は
前
夫
か
ら
の
所
領
を
保
有
し
て

の
再
婚
は
で
き
た
が
、

れ

中
期
以
降
は
没
収
と
な

っ
て
い
る
し
、
女
子

の
所
領
が

一
期
分
が
多

の

く
な
る

な
ど
、
女
性
の
地
位
が
低
下
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
女
子
の
所
領
が

一
期
分
が
多
く
な

っ
た
の
も
、
分
割
相
続

か
ら
単
独
相
続

へ
と
変
化
す
る
中
で
生
じ
た
も

の
で
あ
り
、
ま
た
女

子
は
結
婚
す
る
と
、
他
家
に
行
く
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
所
領
が

「他
人
の
物
」

に
な

っ
て
し
ま
う
の
を
防
ぐ
理
由
か
ら
女
性

の
所
領

に
対
す
る
制
限
が
多
く
な

っ
た
と
説
明
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま

り
地
位
低
下
で
は
な
く
、
家
の
成
長
と
と
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
中
世
前
期
に
お
い
て
姦
婦
殺
害

(妻
敵
打
)
は
行
わ

れ
て
い
な
か

っ
た
と
さ
れ
る
理
由
も
、
妻
が
婚
家

の

一
員
に
な
り

き

っ
て
い
な
か

っ
た
た
め

と

い
う

こ
と
が

で
き
る
。
そ
し
て
時
代

が
下
る
に
従

い
、妻
は
婚
家

の

一
員
に
な
り
、
婚
姻
は

「家
」
と

「家
」

　

を
結
び

つ
け
る
重
要
な
絆
と
な
っ
た
た
め
、和
議
離
婚
か
ら
離
縁
状
・

去
状
な
ど
の
支
証
を
伴
う
宣
言
離
婚

へ
と
変
化
し
、
離
婚
に
も
公
然

お

と
け
じ
め
を
つ
け
る
必
要
が
生
じ
、
密
懐
に
対
し
て
も
厳
し
く
な
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
家
父
長
権
に
つ
い
て
も
ふ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
家
父
長
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権
は
A
父
権

.
夫
権
、
B
家
長

・
戸
主
権
、
C
所
有
権

・
主
人
権
な

ど

の
分
け
方
が
さ
れ
て
い
る
。
明
石

一
紀
氏
は

「家
長
個
人
が
自
在

に
権
限
を
発
動
で
き
た
の
で
は
な
く
、
「家
」
を
維
持
す
る
方
針
に

従
う
限
り
で
行
使
し
得
た
に
過
ぎ
ず
、
「家
」
は

「先
祖

や
親
達
か

ら
の
預

か
り
も
の
で
、
無
事
に
子
孫
に
伝
え
る
こ
と
が
最
大
の
義
務
」

ぶ

と
し
、
父
権

の
確
立
に
関
し
て
は
、
父
母
双
方

の
親
権

の
強
化

と

理
解
す

べ
き
と
し
た
。

勝
俣
氏
は
、
「本
夫
が
自
己
の
家
に
お

い
て
姦
夫

・
姦
婦
の
密
懐

の
現
場
を
お
さ
え
、
姦
夫
を
殺
害
す
る
と
い
う
社
会
的
に
容
認
さ
れ

た
慣
習

は
そ
れ
が
単
に
、
姦
夫

の
密
懐

の
立
証
の
た
め
の
手
続
と
し

て
の
み
な
ら
ず
、
主
人
の
自
己

の
家
内
に
お
け
る
家
刑
罰
権
を
も
う

一
つ
の
柱
と
し
て
定
着
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
前
述
の
家

父
長
権

の
分
け
方
を
す
る
と
主
人
権
に
入
る
わ
け
だ
が
、
空
間
と
し

て
の
家
と

い
う
側
面
と
も
重
要
な
関
わ
り
を
も

つ
。

中
世
社
会
で
は
、
屋
形

へ
の
駆
け
込
み
が
よ
く
行
わ
れ
て
い
た
。

例
え
ば
、
文
明
十
七
年

(
一
四
八
五
)
幕
府
が
連
合
軍
を
編
成
し
て
、

土

一
揆

の
大
将
で
あ
る
三
好
之
長

の
自
宅
に
襲
撃
を
か
け
た
が
、
未

然
に
そ
れ
を
察
知
し
た
三
好
は
、
主
人
で
あ
る
細
川
政
之
の
屋
形

へ

逃
げ
込

ん
で
い
た
。
そ
の
た
め
幕
府
は
細
川
の
屋
形
を
包
囲
し
、
三

　

好

の
引
き
渡
し
を
要
求
す
る
が
結
局
失
敗
に
終
わ

っ
て
い
る
。

ま
た

「塵
芥
集
」
に
お
い
て
、「と
か
に
ん
命
を
ま
ぬ
か
れ
ん
た
め
、

人

の
在
所

へ
は
し
り

い
ら
は
、
か
の
在
所

の
ぬ
し
、
は
や
く
を
ひ
い

た
し
候

へ
き
也
」
(十
九
条
)
か
ら
は
、
在

所
の
外
で
な
い
と
す
ぐ

に
逮
捕
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
わ

か
り
、
「と
か
に
ん
格
護れ

の
在
所

へ
申
と

・
け
す
し
て
、
こ
れ
を
う

つ
へ
か
ら
す
」
(三
七
条
)

と

い
う
よ
う

に
主
人
の
承
諾
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
第

一
章
第

一
節

で
も
取
り
上
げ
た
密
懐
の
事
件
に
お
い
て
、
北
条
泰
時

が
姦
夫
に
姦
婦
の
引
き
渡
し
を
命
じ
て
も
、
「公
業

一
旦
難
有
申
之

　

旨
、
只
不
圖
會
合
也
」
と
し
て
引
き
渡
し
に
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
も
、
屋
形

(在
所
)
に
お
い
て
は
、
公
権
力
よ
り
も
主
人
の
権
力

の
方
が
優
先
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

こ
の
駆
け
込
み
人
は
江
戸
時
代
前
期
ま

で
行
わ
れ
て
い
た
と
言
わ

れ
て
お
り
、
信
濃
国
高
遠
藩
士
星
野
常
富

は
そ
の
著

『武
学
拾
粋
』

の
中
で

「
戦
国

の
頃
は
朝

の
味
方
も
夕
に
は
敵

に
豹
変
す
る
気
風

だ

っ
た
。
屋
敷
に
駆
け
込
ん
で
き
た
者
を
命
を
か
け
て
守

っ
て
や

っ

た
の
は
、
そ
の
者
に
恩
を
感
じ
さ
せ
、
信
頼
で
き
る
味
方
に
し
よ
う

　

と
し
た
か
ら
。」
と
記
述
し
て
い
る
と
い
う
。

屋
形
に
駆
け
込
ん
だ
者
た
ち
は
、
自
己

の
人
格

の
す

べ
て
を
そ
の

主
人
に
捧
げ
、
「相
手

の
支
配
下
に
属
す
る
」
こ
と
を
宣
言
し
た
の

で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
主
人
の
側
は
た
と
え
相
手
が
初
対
面
の
も
の
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で
あ

っ
た

と
し
て
も
、
彼

の
主
人
と
し
て
彼
を
保
護
す
る
義
務
が

　

生
じ
た
。

こ
の
こ
と
は
ル
イ
ス

・
フ
ロ
イ
ス
が

「
日
本
で
は
だ
れ
で

も
自
分
の
家
で

(人
を
)
殺
す
こ
と
が
で
き
る
」
、
「
日
本
で
は
ど
こ

か
の
殿
の
家
に
身
を
寄
せ
た
な
ら
ば
、
そ
の
自
由
を
失

い
、
捕
わ
れ

の
身
と
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
。
さ
ら

　

に
幕
府
が
原
則
と
し
て
主
従
相
論
は
受
け
付
け
な
か

っ
た

こ
と
も
、

主
人
の
成

敗
権
の
強
さ
を
後
押
し
し
た
と
い
え
る
。
こ
の
主
人
権
も

ま
た
中
世
社
会
に
お

い
て
強
か

っ
た
集
団
帰
属
意
識
を
形
作

っ
て
い

る

一
因
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

家

の
施

設
が
実
際
的
と

い
う
よ
り
は
象
徴
的

で
あ

る
こ
と
は
、

百
姓

一
揆

の
際
に
、
柴
を
家

の
出
入
り
口
や
ま
わ
り
に
さ
し
て
家
の

面
を
囲

い
、
自
ら
は
家

の
中

に
閉
じ
こ
も
る
と

い
う
逃
げ
な
い
逃

　散

が
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
屋
形
の
象
徴
的
で
排
他
的
な
特
質

や
公
権
力
の
後
押

し
か
ら
、
主
人
権
は
強
か

っ
た
こ
と
が
言
え
、
こ
れ
は

「家
の
成
長
」

に
も
繋
が

る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
主
人
権
は
主
人
と
被
官
・

下
人
の
関
係
な
ど
、
支
配
下
に
属
す
る
者

に
対
し
て
行
使
さ
れ
、
妻

に
は
及
ば
な
か

っ
た
と
い
え
る
。

こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
、
夫

の
所
有
物
で
あ
る
程
女
性

の
地
位
が
低

か

っ
た
と
は
言
い
難
く
、
妻
敵
打
の
慣
習
が
、
所
有
権
の
侵
害
や
妻

が
夫
に
隷
属
し
て
い
た
た
め
定
着
し
た
の
で
は
な

い
こ
と
が
言
え

る
。

れ

と
は
言
う
も
の
の
、「夫

コ
ソ
妻
ヲ
サ
ル
事

ア
レ
」
と
あ
る
よ
う
に
、

夫
か
ら
妻
を
離
婚
す
る
の
が
通
常
で
あ

っ
て
、
男
女

一
対

一
の
相
対

関
係

で
見
た
場
合
、
男
が
優
位
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
相
対

的
に
女
性
の
地
位
が
高
か

っ
た
と
強
調
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

お
わ
り
に

以
上
、
密
懐
法
と
妻
敵
打
に
つ
い
て
主
に
法

の
変
遷
と
密
懐

の
事

実
認
定
の
あ
り
方
、
女
性
の
地
位
の
観
点
か
ら
見
て
き
た
が
、
分
国

法
に
お
け
る
密
懐

の
裁
き
方
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
現
場
で
の
殺

害
を
規
定
し
て
い
る
理
由
と
し
て
、
密
懐
を
証
拠
立
て
る
目
的
以
外

に
、
密
懐
が
本
夫

の
家
で
行
わ
れ
た
場
合

(多
く
の
場
合
そ
う

で
あ

る
が
)、
姦
夫
が
本
夫

の
支
配
下
に
は
い
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
本

夫
の
成
敗
権
を
後
押
し
す
る
目
的
も
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
女
性

の
地
位
が
低
い
ゆ
え
の
姦
婦
殺
害
規
定
で
は
な
く
、
重

視
さ
れ
て
い
る
の
は
や
は
り

「
相
当
」
と
い
う
観
念
で
あ

っ
た
。
し

か
し
本
夫
集
団
か
ら

一
人
、
姦
夫
集
団
か
ら

一
人
失
う
の
で
あ
れ
ば
、
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死
ぬ
の
は
姦
婦
で
は
な
く
本
夫
で
も
よ
か

っ
た
の
で
は
な

い
か
、
姦

夫
を
姦
通

の
科
で
、
本
夫
を
殺
人
の
科
で
処
罰
し
て
も
よ
か
っ
た
の

で
は
な

い
か
、
と
い
う
疑
問
も
で
て
く
る
う
え
に
、
も
し
か
す
る
と

文
明
十

一
年

の
事
件
で
赤
松
氏
の
言
う
よ
う
に
実
際
に
本
夫
が
処
罰

さ
れ
た
事
件
も
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
評
定
衆
や
奉
行
人
ら

が
先
例
と

し
て
貞
永
式
目
し
か
発
見
し
得
な
か

っ
た
記
述
が
あ
る
こ

と
か
ら
も

、
少
な
く
と
も
御
成
敗
式
目
を
参
考
に
し
よ
う
と

い
う
志

向
が
見
ら
れ
、
式
目
に
お
い
て
は
姦
夫

・姦
婦
が
処
罰
さ
れ
て
い
る
。

中
世
の
人

々
は

「先
例
」
を
大
切
に
す
る
志
向
を
持

っ
て
い
た
た
め
、

こ
の
事
件
が

「以
後
可
為
此
法
式
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
後
の
時

代
の
先
例
と
な

っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
見
方
も
で
き
る
。
久
留
島
典
子
氏
は

「戦
国

家
法

の
姦
婦
殺
害
規
定
は
、

一
見
す
る
と
強

い
家
父
長
権
を
象
徴
し

て
い
る
か

の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
そ
れ
は
家
長
で
あ
る
本
夫
の

意
志
と
い
う
よ
り
は
、
私
成
敗
の
限
定
と
紛
争
多
発
の
抑
止
を
意
図

す
る
大
名
権
力
に
よ

っ
て
導
入
さ
れ
た
相
殺
の
倫
理
-
強
制
さ
れ
た

　

殺
害
だ

っ
た

の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
も
し
主
人
の
成
敗
権

が
絶
対
的
な
も

の
で
あ
る
な
ら
ば
、
主
従
相
論
の
よ
う
に
公
権
力
は

介
入
し
な
く
て
も
よ
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
大
名
は
権
力

の

一
元

的
掌
握
を

目
指
し
て
い
る
の
で
、
任
せ
る
わ
け
に
も
行
か
な
い
。
大

名
が

一
定
の
ル
ー
ル
を
作
り
、
そ
れ
に
従
う

こ
と
を
強
制
さ
せ
る
こ

と
で
、
平
和

の
維
持
と
私
成
敗
の
禁
止
を
徹
底
し
よ
う
と
し
た
強

い

意
志
が
表
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

一
番
簡
単

に
人
々
に
従

っ
て
も
ら

う
に
は
、
当
該
社
会
に
お

い
て
も

っ
と
も
納
得
す
る
理
論
が
望
ま
し

い
と
考
え
た
結
果
が
分
国
密
懐
法
に
表
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
変
遷
を
ま
と
め
る
と
、
密
懐
が
起
こ

っ
た
際
本

夫
は
姦
夫

に
復
讐
を
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
中
世
社
会

の
裁
判
は

当
事
者
主
義
で
あ
る
上
に
、
密
懐

の
真
偽
を
確
か
め
る
こ
と
は
難
し

い
こ
と
に
加
え
、
集
団
帰
属
意
識
が
強
い
世
界
で
あ

っ
た
た
め
、
妻

敵
打
に
あ

っ
た
姦
夫
側
の
縁
者
は
復
讐
に
来

る
。
そ
こ
で
公
権
力
は

復
讐
の
連
鎖
を
止
め
、
平
和
の
維
持
を
は
か

ろ
う
と
し
、
重
視
さ
れ

た
の
が
喧
嘩
両
成
敗
法
に
も
み
ら
れ
る

「相
当
」
「相
殺
」
「中
分
」

の
考
え
方
で
あ
る
。
姦
夫

・
姦
婦
の
同
時
殺
害
は
本
夫
側
の
集
団
と

姦
夫
側
の
集
団
か
ら

一
人
ず

つ
失

っ
て
い
る
た
め
、
同
等
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
人
々
が
納
得
し
、
こ
れ
が
妻
敵
打
と

い
う
慣
習
と
な

っ

た
と

い
え
る
。
そ
し
て
戦
国
分
国
法
に
至
り
、
こ
れ
ま
で
の
紆
余
曲

折
を

一
挙
に
ま
と
め
た
姦
夫

・
姦
婦
の
同
時
殺
害
が
法
文
化
さ
れ
、

江
戸
初
期
に
な
る
と
証
拠

(現
場
で
の
殺
害
)
を
逃
し
た
時
の
本
夫

の
た
め
の
救
済
措
置
と
し
て
公
権
力
の
裁
判
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、

裁
判
と
慣
習
の
両
方
が
法
に
使
用
さ
れ
る
に
至

っ
た
と

い
う
こ
と
が
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導

き

出

せ

る

。

2↑ 注
))

 

(
3
)

　 　 　

654
)))

　 　 　

987
)〆))

 

(
10

)

勝
俣
鎮
夫

『戦
国
法
成
立
史
論
』

(東
京
大
学
出
版

会

一
九
七
九
)
。

菅
原
正
子

「戦

国
大
名

の
密

懐
法
と
夫
婦
-

家
父
長
権
再
考
1

」
(
『歴

史

評
論
』

二
〇
〇
六
年
十

一
月
号
)
。

『明

月
記
』

(
国
書

刊
行
会

)
正
治

二
年

三
月

二
十

七
、

二
十

八
、

二

十
九

日
条

。

『吾
妻
鏡
』

(国
書
刊
行
会
)
同
年
四
月

八
、
九

、
十

一
日
条

。

『吾
妻
鏡
』

(国
書
刊
行
会
)
承
元
三
年
十

二
月
十

一
、
十

二
日
条
。

『吾
妻
鏡
』

(国
書
刊
行
会
)
仁
治

二
年
六
月
十

六
日
条

。

「
相
良
家
文
書

」
寛
元
元
年
十

二
月

二
十

三
日
条

(
『大

日
本
古

文
書
』

家

わ
け
第

五
)
。

『吾
妻
鏡
』

(国
書
刊
行
会
)
寛
元

二
年

八
月
三

日
条

。

『鎌
倉
遺
文
』

「
関
東
下
知
状
案
」
文
永
九
年
十

二
月

二
十

六
日
条
。

辻
垣
晃

一

「鎌
倉

時
代

に
お
け
る
密
懐
」

(
上
横
手
雅
敬
編

『中
世
公

武
権

力

の
構
造

と
展
開
』
吉

川
弘
文
館

二
〇
〇

一
)
。

こ
の
他
に

『鎌

倉

遺
文
』

「
小
早

川
家
文

書
」

元
応

二
年
九
月

二
十

五
日
条
、

「
鎮
西

下
知
状

」
正
中

二
年
七

月

二
十

九
日
条

に
同

じ
よ
う
な

性
格

が
見
ら

れ
る
。

注

(
9
)

中

の
注

で
、
瀬

野
精

一
郎

氏

の

「
相

論

で
は
、
密
懐

の
実

否
が
論
点

に
な

る

こ
と

が
ま
ま

見
ら

れ
る
が
、

証
拠
不

十
分
と

し

て

却

下
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
」
と

い
う
意
見

が
あ

る
。

(
11
)
笠
松
宏
至

『
日
本
中
世
法
史
論
』

(東
京
大
学
出
版
会

一
九
七
九
)
。

(
12
)
注

(
1
)
参
照
。

(
13
)
佐
藤
進

一
・
池
内

義
資

・
百

瀬
今
朝
雄

編

『中
世
法

制
史
料
集

第
三

巻

武
家
家
法

1
』

(岩
波
書
店

一
九
六
五
)
。

(
14
)
石
井
進

・笠
松
宏
至

『日
本
思
想
体
系

中
世
政
治
社
会

思
想
』
上

(岩

波
書

店

一
九

七

二
)
中

の
笠
松
氏

の
論
文

に
お

い
て
、
式
目

の
権
威

に

つ
い
て
は
、
式

目
を
特

殊
な
対
象

と

み
る
意
識

や
、
強

い
尊
崇

観

が
う
ま

れ
た

原
因

に
、

北
条

得
宗
権

力

の
専
制

化

に
伴

う
権
益

の
侵

害

に
直

面

し
た
御
家
人

た
ち

に
と

っ
て
、
権
力

か
ら

一
応
切
り

離
さ

れ
た
抽

象
的

な
法

の
権

威
、
そ

の
象

徴
と
し

て

の
式

目

の
権
威

を
高

め

る
必
要
が
生

じ
た

こ
と
や
、
古
き

良
き
時
代

と
し

て

の
泰
時
治

世

の
伝
説
化
が
あ
る
と
書
か
れ

て
い
る
。

(15
)
注

(
1
)
参
照
。

　

18
)

　 　

1716
))

　 　

2019
　 　 　

232221
))

『晴
富
宿
禰
記
』

(図
書
寮
叢
列
)
文
明
十

一
年

五
月
十

六
日
条

。

『晴

富
宿
禰
記
』

(図
書
寮
叢
列
)
文
明
十
年

正
月
二
十

一
日
条

。

『晴
富
宿
禰

記
』

(図
書
寮
叢
列
)
文
明
十

一
年
五
月
二
十
三
、
二
十
七
、

二
十
八
日
条
。

『長
興
宿
禰
記
』

(史
料
纂
集

)
同
年

五
月
二
十

三
日
条

。

「毛

利
家
文
書
」
三
九
八
号

(
『大

日
本
古
文
書
家

わ
け

八
』
)。

佐
藤
進

一
・池
内
義
資
編

『中
世
法
制
史
料
集
第

一
巻

鎌
倉
幕

府
法
』

(岩

波
書
店

一
九
五
五
)
。

『吾

妻
鏡
』

(国
書
刊
行
会
)
建

長
四
年
十

月
十

四
日
条

。

注

(20
)
参
照
。

「
北
条

五
代

記
」

(
『改
定
史
籍
集
覧
』
第

五
冊
)
作
者
は
天
正
十

八
年
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(
24
)

　 　

3029
))

　 　 　 　

28272625
))))

ノへ 　 　

403938
)))

　 　 　 　 　 　 　

37363534333231
)))))))

(
一
五
九
〇
)

に
小
田
原
城

が
落

城
し
た
時

の
籠

城
兵

で
あ

っ
た
三
浦

浄
心

で
あ

り
、
北
条
氏
直

の
代

に
は
姦
夫
を
死
罪

に
し
た
と

い
う
。
(注

(
2
)
参

照
)
。

塙
保

己

一
編

『績
群

書
類
従

』
第

二
三
輯

下

武
家

部

(績
群

書
類

従
完
成
会

一
九

五
九
)
。

注

(
13
)
参

照
。

注

(
13
)
中

に

「敬
白

起
請
文

評
定
之
間
理
非
決
断
事

」
と
あ
る
。

小
林
宏

『伊
達
家
塵

芥
集

の
研
究
』

(創
文
社

一
九
七

〇
)
。

注

(
13
)
参

照
。

『国
史
大
事
典
』

(吉

川
弘
文
館
)
。

辻
本

弘
明

『中
世

武
家
法

の
史

的
構
造
ー
法
と

正
義

の
発

展
史
論
1
』

(岩
田
書
院

一
九
九

九
)
。

注

(
14
)
参
照
。

注

(
13
)
中

に

「敬
白

天
罰
霊
社
上
巻
起
請
文
前
書
事
」
と

あ
る
。

注

(
13
)
参
照
。

注

(
13
)

の
解
題

に
お

い
て
検

証
さ
れ

て
い
る
。

注

(2
)
参
照
。

注

(13
)
参
照
。

石
井
良
助
校
訂

『徳
川
禁
令
考
』

前
集
第
六

(創
文
社
)
。

注

(37
)
参
照
。

注

(29
)
参
照
。

河

合

正
治

『
中
世

武

家
社

会

の
研

究
』

(
吉

川
弘

文
館

一
九

七

三
)

よ
り
、
そ

の
認
識
は

「
甲
州
法
度
之
次
第

」
二
〇
条
、
「毛

利
家
文
書
」

天
文

九
年

(
一
五
四

〇
)

五
八
七
号

な
ど
に
表
れ

て
い
る
と

い
う

。

　

43
)

　 　

4241
))

45
)

　
44
)

　 　

5251
))

　 　 　 　 　

5049484746
)))))

　 　 　

56555453
))))

注

(
14
)
参
照
。

清
水
克
行

『喧
嘩
両
成
敗
法

の
誕
生
』

(講
談
社

二
〇
〇
六
)
。

田
端
泰

子

『日
本
中

世

の
社
会
と
女
性
』

(吉

川
弘
文
館

一
九
九

八
)
、

同

『日
本
中
世
女
性
史
論
』

(塙
書
房

一
九
九

四
)
、

脇

田
晴

子

『日
本
中

世
女

性
史

の
研
究
』

(東
京
大

学
出
版
会

一
九
九

二
)
な
ど
。

注

(
2
)
参
照
。

久
留

島
典
子

「婚
姻

と
女
性

の
財
産
権
」

(
日
本
家
族
史
論
集

8

『婚

姻
と
家
族

・
親
族
』
吉

川
弘
文
館

二
〇
〇
二
)
。

峰
岸
純
夫

「中
世
社
会

の

「家
」
と
女
性
」

(日
本
家

族
史
論
集

4

『家

族
と
社
会
』
吉

川
弘
文
館

二
〇
〇
二
)
。

注

(
13
)
参

照
。

注

(
13
)
参
照

。

「
毛
利
家
文
書
」

五
四
三
号

(
『大

日
本
古
文
書
家
わ
け

八
』
)
。

脇
田
晴
子

『
日
本
女
性
史
』

(吉
川
弘
文
館

一
九

八
七
)
。

注

(
13
)
参
照

。

注

(
20
)
参
照
。

五
味

文
彦

「
中
世

の
家
と
家
父
長
制
」

(
日
本
家
族
史
論
集

1

『家
族

史

の
方
法
』
吉

川
弘
文
館

二
〇
〇
二
)
。

鈴
木
国
弘

『
日
本
家
族
史
』

(梓
出
版
社

一
九

八
九

)
。

注

(
49
)
参
照
。

田
端
泰
子

『
日
本
中

世
女
性
史
論
』

(塙
書
房

一
九
九

四
)。

明
石

一
紀

「
古
代

・中
世

の
家
族
と
親
族
」

(日
本
家
族
史
論
集

2

『家

族
史

の
展
望
』
吉

川
弘
文
館

二
〇
〇
二
)
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(
57
)
注

(1
)
参
照
。

(
58
)

『後
法
興
院
記
』

(績
史
料
大
成

)
文
明
十
七
年

八
月
九

日
条
。

『十
輪
院
内
府
記
』

(績
史
料
大
成

)
同
日
条
。

『蔭
涼
軒

日
記
』

(績
史
料
大
成

)
同
日
条
。

(59
)
注

(
13
)
参
照
。

(60
)
注

(
4
)
参
照
。

(61
)
氏
家
幹
人

『
か
た
き

討
ち
』

(中
公
新
書

一
八
八
三
)
。

(62
)
注

(
42
)
参

照
。

(
63
)

ル
イ

ス

・
フ

ロ
イ

ス

(岡

田
章
雄

訳
注
)

『
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
文

化
と
日
本

文
化
』

(岩
波
書

店

一
九
九

一
)
。

(
64
)
鈴

木
国
弘

『
日
本
中
世

の
私

戦
世
界
と
親

族
』

(吉
川
弘
文

館

二
〇
〇

三
)
。

(
65
)
注

(52
)
参

照
。

(
66
)
勝

俣
鎮
夫

=

揆
』

(岩
波

書
店

一
九
八

二
)
。
篠

や
柴

は
、

神
霊

が

出

現
す

る
と
き

の
媒
体

で
あ

り
、

こ
れ
ら
を

引
く
行

為

に
よ

っ
て
神

を
招
き

す
え
、

侵
入
す

る
者

に
神
罰
を

下
す

力
が
土

地

に
加

わ

る
と

考
え
ら
れ

て
い
た
。

(67
)

『沙
石
集
』

(
日
本
古
典
文
学
大
系

)
巻

七

「
一
一
無
情
俗
事
」
。

(68
)
注

(
45
)
参
照
。
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